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平成24年11月22日

横浜，

京都，

佐賀，

札幌，

さいたま 齢掴

地方裁判所事務局総務課長殿 神戸，名

長崎，熊

松山

』

さいたま，千葉，水戸，静岡，

神戸，大津,岐阜，福井，山口

福岡，佐賀長崎,鹿児島，

仙台

家庭裁判所事務局総務謀長殿

一

最高裁判所事務総局情報政策謀課長補佐池田 誠二

期日進行管理プログラム（簡裁民事事件用)等用サーバ機の

更新等について(雲務連卿

標記プログラム,期日進行管理プログラム(家事事件用)及噸停委員出勤管理

プログラム､(以下「期日P」という。）用のサーバ機（以下「期日Pサーバ機」と

いう｡ ）の更新等については， 1'1月22日付け当課参裏官事務連絡によりお知ら

せしたところですが，同更新等に伴うデータ移行等の作業内容は別紙1のとおりで

すのでjよろしくお取り計らいください。

なお，同作業に必要となるプログラム等を格納したCD(以下「サーバ機更新等

作業用CD」という。 ）を別途送付しますので,対象庁に送付してください｡．

おって，別添の調査表につき，貴庁管内の各対象庁分をとりまとめの上， 12月

14日 （金）までに情報政策課情報処理第一係
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(別紙1）

データ移行作業等について
、

1．データ移行作業等の対象庁及びスケジュール

別紙2記載のとおり

2作業内容(以下の(1)~(4)の項目は,別紙2を参照のこと）

（1）調査表の提出(平成24年12月7日まで） ・

別添の調査表の記載例を参考に，次の事項を記載した上で提出する。

ア請負業者及び情報政策課との日程調整等の連絡窓口となる担当者の氏名及
び連絡先等

イ別表1及び3の対象庁については，サーバ機設置作業において必要な情報

(2)サーバ機股置作業(平成25年1月7日から同月25日まで）

期日Pサーバ機の設置作業は諸負業者が行う。その準備として対象庁におい

て，次の作業を行う （請負業者が行う当日の作業時間は，概ね3時間程度の予
定である。 ） 。

ア日程調整

請負業者から各対象庁に対して，直接作業予定日（開庁日）の提示がある
ので, ,これを受けて日程の關整を行う。

イ設置場所等の確保

期日Pサーバ機の設置に必要なスペース, LANポート及び電源を砿保す

る6ただし，別表1の対象庁においては，一時的に現行サーブ蝋及び新サー

バ機の両方を設置するため，スペース確保に当たっては， この点について留
意すること。

←
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）

『
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P

なお，期日Pサーバ機の設置に必要なスペースは次のとおりである6

●○

I

設置作業前日に請負業者から機材が送付されるので，これを受領し，設置
場所付近で保管する。

(3)ヂｰﾀ移行作業(平成25年1月28日から同年2月1日まで）

対象庁において期日Pｻｰバ機のデｰﾀ移行等を行うために必要な作業は，

別紙3のとおりである。各作業は，サーバ機更新等作業用CDに格納してある

データベース移行手順書に記載のとおり，利用している期日P及び後見事件管
理プログラムに対応した手順で行う．。

なお,財産管理事件管理システムを利用している対象庁については,家庭局

より発出される平成24年11月22日付け家庭局第一課専門官事務連絡を参
考にデータ移行を行う6

）

(4)ハードディスク削除作業(平成25年2月4日から同月8日まで）

期日Pサーバ機のハードディスク内に保存されている全てのデータは，情報

・政策課がリモートで削除するbその準備として対象庁において，次の作業を行
シ

フ。

ア別途データの削除作業に関する事務連絡を発出するので,ハー･ドディスク

削除作業当日，速やかに作業に取りかかることができるよう，サーバ機更新
等作業用CDを用意する｡

イ当課より連絡窓口担当者に電話でリモート接続方法について指示をするの

〃

横幅

●

約70cm

奥行き

◆

●

約160cm(サーバ機の奥行き110cmとサーノ蝋を設置するためにスラ

イド棚を引き出すために必要となるラックの前面約50cmのスペース

の合計） C G

● ●

● ●

‐

■

高さ 約]40cm(
● 旬

ラック設置に必要となる高さ約100Cm及び液晶ディスプレ
甲

●

C 1 q

イの高さ約40cmの合計）



｡

で，その指示に従ってリモー.ﾄ接続を開始する（各対象庁の担当者が行う作

業時間は概ね5分程度であり，その後のハードデイスク削除作業は，当課で
行う。 ） 。

謹日lⅡ口

（5）サーバ機撤去作業（平成25年2月11日から同月28日まで）

期日Pｻｰパ機の撤去作業は,請負業者が行う｡そめ準備として対象庁にお
いて，次の作業を行う。 ・

ア日程調整

請負業者から各対象庁に対して,直接作業予定日 （開庁日）の提示がある
ので， これを受けて日程の調整を行う｡

イ撤去作業日までの準備

作業日までに，電源ケーブル，ディスプレイケーブル, LANケーブルを

サーバ機から取り外し，別途各対象庁ごとにお知らせする予定であるリース

物品一覧表記載の各機器を全て取りまとめて，撤去できる状態にしておく。
3照会先

情報政策課情報処理第一係 ．

、電話番号:03-326州111 （内線■■

夜間直通:

メールアドレス
〃

〃
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(別紙3） ー

データ移行作業について

1日

垂

一 ・

‐＝－一言－
1 －

溌醗昏鍾

蕊
瀧鐸騨溌1 ﾑー

宗一タベー

叉移行の
弓 ，

実施

宗一タベー

叉移行の

実施

二F凸

博鼎 蕊

2

プログラム
のﾝfンス、

聴綴
篶舞泌琴
め討筐－‐

W6r測諺鴬
篶夛詞厳
め討筐－‐

プログラム
及びDB

バージョン
並びに

データ移
行の確認

韮誰ヨー
データ移
行の確認

データベー

毒のインス
トール:ﾄール躍雲鑿篝蕊 灘鐘

鵜3 データベーー

スの復元.

4

#擬癖.､認

灘§蕊灘識

齢データ移行作業時に1回行うことで足りる作

に二＞ヂｰﾀ移行作業で利用する期日P及び後見事件管理プログラムの数に応じて行う作業



(別表1）

サーバ更新対象庁（17庁）

リ

ノ

笛 斤 ・ 。 ■
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●

ノ

●

No. ． ． 対．象庁

● e

． 1 鳥取家庭裁判所米子支部

@; U’

･ NO． ．
伊

対象庁
芋

2 東京簡易裁判所(墨田）
3 ． 立川簡易裁判所・

寺 C ● ■

グ

4 神剰ll簡易裁判所
5 ：． 保土ケ谷簡易裁判所 e

6
｡ ●

｡ ，

凸 貯
蕊

● 4 噸易裁判所；
◆ ~

7 大宮簡易
8 犬阪簡駿淵所

｡ ◆ 凸

9 東大阪簡易裁判所．
10 枚方簡易裁判所
11 京都滴易裁判所

・ 12 名芒渥職易裁判所
13 広島簡易裁判所
14 福岡簡易裁判所
15 熊本簡易裁判所

16 札幌簡易裁判所

17. 松山簡易裁判所
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(別表2）

サーバ集約化（被集約）対象庁 (18庁）

Ｐ

簡易』 貯 ●

）

）
(注）

1集約先となるｻｰパ庁においては,集約化に伴うヂｰﾀ移行に関する作業は発生しない。
2集約後，対象庁（被集約庁）のデータは集約先となるサーバ庁へ移行する必要がある（移行
・は対象庁（被集約庁）が行う。 ） 。
3集約後の対象庁（被集約庁)のデータのバックアップは対象庁（被集約庁）がリモートにて
行うことを予定している。

NO. 対象庁（被集約庁）

1
巳

神戸家庭裁判所伊丹支部
旬

■

2 ．
①

福井家属裁判所

3 佐賀家庭裁判所唐津支部

■

色

NO. 集約先となるサーバ庁●

凸 - . .

1 伊丹簡易裁判所
2 福井簡易裁判所

●

■

■
ｑ
■

■

3 唐津簡易裁判所

NO.
寺

対象庁（被集約庁）

4 易

5
● 4

●■

■

寺

所

6
ｑ
１
■
、卿 |簡易裁判所

｡ O ◆ ●

■ 0

. 7 越谷簡易
8 栓戸簡易撫所

q ●
9

寺 "II簡易裁判所．
10 沼津簡易裁判所
11 浜松簡易裁判所

■ g o o

凸

､12 堺簡易裁判所
■ ●

● 守 一

13 小倉簡易謝
■ ゆ
判所

･14 久留米簡易裁判所

15 佐世保簡
｡▽

16 鹿児島簡易裁判所
17 沖縄簡易裁判所
18 仙台簡易裁判所

■
Ｊ
■

■

Nb.
p b

集約先となるサーバ庁

4 横浜家庭裁判卵Ⅱ崎支部
･5 横穆弱狼鐡調所相模原支部

９

6 横浜家麗裁判所横須賀支部
7 さいたま家庭裁判所越谷支部
8 千葉家庭裁判同松戸支部

幻

◆｡

9
｡ 千葉家庭裁判所市川出張所

. 10 静岡家庭裁判所沼津支部
11 静岡家庭裁判所浜松支部
12
Q 大阪家庭裁判所堺支部
13 福岡家庭裁判剛､倉支部
14 福岡家庭裁判所久留米支部

･ 15 長崎家庭裁判所佐世保支部
.､16 鹿児島鋼鰯荊所

由

・ 17 ． 裁判所沖縄支郁. ．

18 仙台家庭裁判所
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(別表3）

サーバ新設対象庁（2庁）
一

国
画
伊 斤のみ

◆ F ●

◆

ー

）

ノ

‐

し

億 睡顕8 劃I ’

NO. 対象庁

1 大津家庭裁判所彦根支部
2 岐阜家庭裁判

一■

ワI入選 :支部



側表4）

クライアント兼サーバ化対象庁（3庁）
霞

Ｂ
■

6

簡易固
Ｄ
ｂ

､

）

0

0

〆

ノ

●。

ヨ
1 リ

NO.
■ ‐

対象庁

■● 1 水戸家庭裁判所龍ケ崎支部
2 山口家庭識 1所岩国支部

MO. 対象庁
d

3 吹田簡易裁判所

訓’ リ



(別添）鯛査表

記戦欄は,管内の対象庁の数だけ適宜追加してください。
この欄は,サーバ設置作業を行う別表1及び3
の対象庁のみ配軟じてください。

(記敏欄）

仁一一宇一=一一一一一一一。
＝
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冨罰
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議識
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裁判所名 ． 郵便番喜 住所 誼当節難
鍔嬬I

畠竺

心

I
－－一一一一

守一一

I

(殴置部署）
(会 計）

(設置部署）
(会 計）

(設置部署）
(会 計）

１
１
Ｉ
醇
冊
皿
Ⅱ
Ｌ
Ⅱ
匪
Ⅱ
川
１
Ｎ
Ⅲ
Ⅱ
Ｉ
Ｍ
Ｗ
Ｉ
佃
仰
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
咄
心
Ｗ
Ｄ
１
８
０
ｆ
Ⅱ
１
１
．
０
１
８
８
９
‐
０
１
１

－や

(股置部署）
(会 計）

(股置部署）
(会 計）

(設置部署)
(会 針）

－

１
１
署
肝
部唾
会
く
く ｜筐置翻露

(設置部署）
(会 計）

｣－－」

※ｺﾝピｭｰﾀ名･IPｱドﾚｽの設定の変更には,ｿﾌﾄｳｪｱの
再ｲﾝｽ･ﾄｰﾙが必要となるため,設置作業当日に設定を変
更することはできません。(記戦例）

鳶驫’ 鱗灘塞織
…

Ｃ
Ｕ
ｂ
Ｏ
Ｉ
４
】

ひ

鰐
裁判所名
r 戸，pロﾛ

謡蕊驚唯磐憲治 I

●●簡易殿判所 (股歴部署)内腺○○○○
(会 計)肛適○○一○○○－000
0

(設置部署)書肥盲室
(会計)庭務腰

”O““ ●●県●●市●●町0丁目0番0号 (股睡部署)●山●、
(会 計)●田●子

八
一一一一一一一－－

皿-叩匪“00

客記官室

｜ ’
XXエXX･試五 並XX xxxエエxxo2

I

－－

■
Ｆ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
ｂ
ｌ
■
且

各担当者は,日程調整
や連絡等の窓口となりま
す。

平成17年6月24日当課参率官率
務連絡｢ｺﾝピｭｰﾀ名等の命名の

駕
わせにより股定してください。

－

い。


